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浅川町建設水道課



          

浅川町

令和 3 年 3 月

令和 2 年度 ～ 令和 11 年度

１．事業概要

（１）

① 給　水

人

人

千㎥／ha

② 施　設　

％

③ 料　金

①水道料金

②水道メーター使用料(１か月につき1個あたり)

口 径 13㎜ 20㎜ 25㎜ 30㎜ 40㎜ 50㎜ 75㎜ 100㎜

使用料
(税込 )

165円 275円 440円 550円 660円 3,300円 3,850円 4,400円

計 画 給 水 人 口 7,000

現 在 給 水 人 口 6,017
法適（全部・財務）
・ 非 適 の 区 分

法適用(全部)

㎥／日

平成9年4月1日

330円/㎥

料 金 改 定 年 月 日
(消費税のみの改定は含まない)

24,200円/㎥

事業の現況

　
　水道料金は用途別料金を採用しており、基本料金と超過料金及び水道メーター使用料の合計により、
構成されています。

施 設 利 用 率 65.41

施 設 数

1世帯につき10㎥まで

団 体 名 ：

事 業 名 ：

有 収 水 量 密 度

計 画 期 間 ：

8
管 路 延 長

0.14

供 用 開 始 年 月 日 昭和49年5月20日

水 源

策 定 日 ：

　□表流水　　□ダム　　□伏流水　　☑地下水　　□受水　　□その他

浄水場設置数

配水池設置数

3

209円/㎥

2,640円/㎥

用　　途

一 般 用

団 体 用

営 業 用

臨 時 用

一 般 用
( 共 用 )

浅川町上水道事業経営戦略

基本料金(税込)
１か月につき

超過料金(税込)
1㎥につき

施 設 能 力 2,000

95.2 千ｍ

1,320円/㎥

料金体系の

概要・考え方

1,320円/㎥

浅川町上水道事業

10㎥まで

20㎥まで

200㎥まで

1㎥につき



④ 組　織

（２）

（３）経営比較分析表等を活用した現状分析

２．将来の事業環境

（１）

　・組織体制：建設水道課内の水道係2名にて水道事業を運営
　・年齢構成：30代 1名、10代 1名
　・そ の 他：工事係3名、管理係2名、会計年度任用職員1名

これまでの主な経営健全化の取組

　
　これまで水道事業の経営健全化を図るため、水道料金システムや会計システム等を導入し業務の効率化を図りながら、水道水質検
査業務及び水道メーター検針業務等を民間に委託し経費の削減に努めています。
　また、平成30年度からはコンビニエンスストア収納サービスを開始し、利便性と料金回収の向上に努めています。
　今後も厳しい水道経営が予測されますが、収益減収の軽減に努め維持管理による経費の削減を行い経営の健全化を図ります。

給水人口の予測

　別紙、経営比較分析表(令和元年度)のとおり

　
　将来の給水人口については、「浅川町人口ビジョン」、国立社会保障・人口問題研究所による人口推移を参考にしました。
　全国的な人口減少が見られる中、少子高齢化の影響等も伴って、浅川町の給水人口は減少傾向が続くことが予測されます。

課長(1名) 水道係(2名)

管理係(2名)
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令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年 令和8年 令和9年 令和10年 令和11年

給 水 人 口 の 予 測 （単位：人）

工事係(3名)

建設水道課



（２）

（３）

（４）

３．経営の基本方針

４．投資・財政計画（収支計画）

（１）投資・財政計画（収支計画）： 別紙のとおり

　浅川町上水道事業の基本方針は、浅川町地域水道ビジョンで述べられているように「水資源の確保と水道の整備」です。
　この基本方針に従い、水道事業が目指す将来像を以下のように設定し、これに向けた施策を実施していきます。
　１　安定した水資源の確保
　　水源の適正揚水量に努め、水源能力の維持、新規水源の確保に努めます。
　２　安全で安心できる水の安定供給
　　老朽化施設の更新、石綿セメント管、老朽管の更新に努め、災害に強い水道を目指します。
　３　経営基盤の強化
　　財政状況が厳しくなることが予想されることから、水道料金の見直しや事業の効率化を図り、経営基盤の強化を目指します。

　新たな水需要者の増加を期待することは難しい状況であり、生活様式の変化に加え節水意識の高まりや節水機器の影響も大きく、
水需要の増加は期待できない状況にあります。
　今後も給水人口の減少に伴い、配水量及び有収水量も減少傾向が続いていくと見込まれます。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

①　収支計画のうち投資についての説明

料金収入の見通し

　有収水量の減少に伴い料金収入も減少傾向となることが見込まれ、今後も現在の料金体系を維持した場合、事業を運営していくた
めの財源が減少し、水道事業に大きな影響を与えることが予測されます。

　配水管整備計画に基づき管路の新設及び更新を行い、安定した水量を確保するため新規水源の整備に努めます。

　主な事業計画は以下のとおりです。
　・配水管整備事業(毎年度実施)
　・老朽管更新事業(下水道移設工事含む)
　・新規水源整備事業
　・石綿セメント管更新事業

　現体制は2名で事業の経営・経理、水道施設の維持管理や緊急対応といった業務を必要最低限の人数で行っており、多様化・高度
化する水道業務へ対応するためにもこれ以上の人員削減は困難です。
　今後も水道事業を安定して持続させるため、事業運営に必要な知識及び技術の継承を行い、適切な人員育成に取り組みます。

水需要の予測

組織の見通し
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③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　投資の合理化、費用の見直しについての検討状況等

②　財源についての検討状況等

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

５．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

委 託 料
　現在、委託している水道水質検査業務や水道メーター検針業務に加え有利になると考えられ
る業務については、業務委託の検討を行い経費削減に努めます。

修 繕 費
　管路の漏水や施設・設備等の修繕については、定期的な施設点検及び中央監視装置により早
急な対応を行い、被害の拡大を防ぐとともに修繕費の抑制に努めます。

　現時点で PPP、PFI等の民間活用手法の導入予定はありません。

　施設及び設備の老朽化の度合いや耐震性能を考慮しながら、更新を行い長寿命化及び投資の
平準化を図ります。

企 業 債

職 員 給 与 費 　今後も必要最低限の職員数により、効率的な事業運営に努めます。

繰 入 金

　委託料については、大きな業務変更の予定がないため現状の水準で見込んでいますが、委託業務の内容等を精査し経費削減に努め
ます。
　修繕費については、過去の実績の平均額を見込んでいますが、定期的な点検による早期発見と修繕に努め施設・設備の長寿命化を
図ります。
　動力費については、水需要の減少が見込まれることから減少傾向とします。なお、浄水場の設備更新時には高効率な機器や省エネ
ルギータイプの機器を導入し、動力費の削減に努めます。
　職員給与費については、概ね現状維持で算出しており、必要最低限での職員により事業を運営します。

　適切に事業の進捗管理を行うとともに、経営戦略の事後検証を実施し必要に応じて見直しを
図ります。

施 設 ・ 設 備 の 廃 止 ・ 統 合
（ ダ ウ ン サ イ ジ ン グ ）

　人口の減少に伴い、既存施設・設備の更新を行う際は、水需要の予測に基づいた適正な施
設・設備の規模を検証し、ダウンサイジング等も考慮した計画を検討する必要があります。

施 設 ・ 設 備 の 合 理 化
（ ス ペ ッ ク ダ ウ ン ）

　水需要の予測に基づき適正な規模を検証し、スペックダウン等も考慮した設備の合理化を検
討する必要があります。

料 金

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

資産の有効活用等（*2）による
収 入 増 加 の 取 組

そ の 他 の 取 組
　施設・設備については、保守・点検を実施し適切な維持管理に努めます。また、定期的な漏
水調査を実施し、有収率の更なる向上に努めます。

　世代間負担の公平性を確保し、企業債は必要最小限として企業債残高の抑制に努め、借入額
の平準化を図ります。

　経営状況を把握しながら一般会計との協議により、適正な額を繰り入れます。

　国や県を中心とした広域連携等の取組状況や、近隣自治体の動向を十分に注視しながら検討
していきます。

広 域 化

　今後の経営状況にもよりますが、持続可能な健全経営を行うためにも資金の確保に努め、必
要に応じて水道料金の見直しを検討します。

民間の資金・ノウハウ等の活用
（ PPP/PFI 等 の 導 入 等 ）

アセットマネジメントの充実
（ 施 設 ・ 設 備 の 長 寿 命 化 等
に よ る 投 資 の 平 準 化 ）

　今後の状況により、有効活用できる資産が発生した場合は検討します。

そ の 他 の 取 組 　様々な角度から情報収集を行い、料金収入以外での財源の確保について検討します。

動 力 費
　水需要の減少に伴い、施設や設備の更新時期には高効率ポンプや省エネルギータイプの機器
を導入し、動力費の削減に努めます。

②　収支計画のうち財源についての説明

　料金収入の見通しについては、給水人口予測及び水需要予測を踏まえ、現行の料金体系を基準に算出しました。
　収益的収入については、一般会計からの補助金を見込んでおり、収益的支出は令和元年度までの実績や令和2年度予算を考慮し設
定しています。
　建設改良事業の財源は、下水道工事等に伴う工事負担金や一般会計からの出資金を見込み、企業債の支払いや残高を踏まえ経営悪
化とならない範囲で企業債を活用し、資金の確保を図ります。



グラフ凡例
当該団体値（当該値）

類似団体平均値（平均値）

令和元年度全国平均

経営比較分析表（令和元年度決算）
福島県　浅川町

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報 人口（人） 面積(km
2
) 人口密度(人/km

2
)

37.43 169.41 ■

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円) 現在給水人口(人) 給水区域面積(km2) 給水人口密度(人/km2)

法適用 水道事業 末端給水事業 A8 非設置 6,341

－

- 69.93 98.82 3,575 6,017 36.50 164.85 【】

全体総括

給水人口の減少に伴い料金収入が減少する反面、施
設の更新や修繕、管路の老朽化対策及び企業債償還
金の費用が増加し厳しい経営が予想される。今後は
水需要の動向に注意しながら施設の耐震化や管路の
更新を行い、収益を確保するためにも水道料金の改
正も視野に入れ、健全で効率的な経営の取り組みを
行う必要がある。

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

①経常収支比率は100％を下回っており、類似団体
と比較しても低い数値である。経常費用の削減や財
源の確保等、検討を行う必要がある。
②高い比率で推移しており多額な累積欠損金を抱え
ている。欠損金解消のためには営業収益の増加が必
要であり、健全な経営を行うためには水道料金等の
見直しも必要である。
③流動比率は、類似団体と比較して概ね同程度であ
る。今後も数値に注視しながら経営を行う必要があ
る。
④企業債残高対給水収益比率は類似団体と比ベて高
い。企業債の借入れに依存していることが要因であ
り、今後も増加すると考えられる。
⑤料金回収率は100％を下回っており、給水収益で
賄えていない状況である。
⑥給水原価は類似団体平均値を下回っているため、
今後も事業の効率化や経常費用の抑制に努める。
⑦施設利用率は類似団体と比較しても高く、概ね適
切な施設規模であると考えられる。
⑧配水管及び給水管の老朽化等の影響により有収率
が減少しているため、漏水調査等の対策を講じる必
要がある。

2. 老朽化の状況について

有形固定資産減価償却率は年々増加しており、管路
経年化率も平成30年度より急激に増加したため、一
時期に集中して整備された管路が大量に更新時期を
迎え、耐用年数を経過した管路が大幅に増えている
ことがわかる。管路の更新には多額の費用と時間を
要するが、計画的に管路の更新を行い費用の平準化
を図りながら更新を行う必要がある。

2. 老朽化の状況
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①有形固定資産減価償却率(％) ②管路経年化率(％) ③管路更新率(％)

【112.01】 【1.08】 【264.97】 【266.61】

【89.80】【60.00】【168.38】【103.24】
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様式第2号（法適用企業・収益的収支） 　投資・財政計画
　　（収支計画）

（単位：千円，％）

年　　　　　　度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

区　　　　　　分 決 算 決 算

１． (A) 97,012 95,314 101,243 96,511 95,944 95,392 94,824 94,257 93,689 93,122 92,554 91,994
(1) 96,645 94,966 100,850 96,154 95,587 95,035 94,467 93,900 93,332 92,765 92,197 91,637
(2) (B)
(3) 367 348 393 357 357 357 357 357 357 357 357 357

２． 11,028 10,948 10,659 9,913 9,271 8,726 8,167 7,593 7,004 6,403 5,867 5,458
(1) 9,335 8,914 8,390 8,050 7,408 6,863 6,304 5,730 5,141 4,540 4,004 3,595

8,630 8,131 7,635 7,306 6,664 6,119 5,560 4,986 4,397 3,796 3,260 2,851
705 783 755 744 744 744 744 744 744 744 744 744

(2) 55,636 53,081 52,588 52,523 51,691 50,832 50,300 49,161 48,791 48,552 48,002 44,479
(3) 1,693 2,034 2,269 1,863 1,863 1,863 1,863 1,863 1,863 1,863 1,863 1,863

(C) 163,676 159,343 164,490 158,947 156,906 154,950 153,291 151,011 149,484 148,077 146,423 141,931

１． 154,560 150,021 151,645 152,390 151,218 149,370 148,462 146,899 145,479 145,070 144,400 131,678

(1) 13,170 12,948 13,150 13,150 13,150 13,150 13,150 13,150 13,150 13,150 13,150 13,150
5,883 6,044 6,189 6,189 6,189 6,189 6,189 6,189 6,189 6,189 6,189 6,189

7,287 6,904 6,961 6,961 6,961 6,961 6,961 6,961 6,961 6,961 6,961 6,961
(2) 46,188 44,414 46,283 45,352 45,266 45,182 45,096 45,010 44,923 44,837 44,751 44,666

14,760 14,362 15,237 14,613 14,527 14,443 14,357 14,271 14,184 14,098 14,012 13,927
5,026 4,242 4,066 4,634 4,634 4,634 4,634 4,634 4,634 4,634 4,634 4,634

554 411 293 482 482 482 482 482 482 482 482 482
25,848 25,399 26,687 25,623 25,623 25,623 25,623 25,623 25,623 25,623 25,623 25,623

(3) 95,202 92,659 92,212 93,888 92,802 91,038 90,216 88,739 87,406 87,083 86,499 73,862
２． 12,707 12,103 12,146 10,744 9,947 9,133 8,298 7,442 6,562 5,666 4,866 4,255
(1) 12,707 12,103 12,146 10,744 9,947 9,133 8,298 7,442 6,562 5,666 4,866 4,255
(2)

(D) 167,267 162,124 163,791 163,134 161,165 158,503 156,760 154,341 152,041 150,736 149,266 135,933
(E) △ 3,591 △ 2,781 699 △ 4,187 △ 4,259 △ 3,553 △ 3,469 △ 3,330 △ 2,557 △ 2,659 △ 2,843 5,998
(F)
(G)
(H)

△ 3,591 △ 2,781 699 △ 4,187 △ 4,259 △ 3,553 △ 3,469 △ 3,330 △ 2,557 △ 2,659 △ 2,843 5,998
(I) 116,457 119,238 118,539 122,726 126,985 130,538 134,007 137,337 139,894 142,553 145,396 139,398
(J) 233,443 302,450 225,720 188,679 237,573 237,573 237,573 237,573 237,573 237,573 237,573 237,573

35,034 38,479 32,006 31,840 34,339 34,339 34,339 34,339 34,339 34,339 34,339 34,339
(K) 51,621 94,466 61,776 98,542 69,287 68,594 67,908 67,229 66,557 65,891 65,232 64,580

11,950 54,202 20,626 56,483 35,815 35,815 35,815 35,815 35,815 35,815 35,815 35,815
( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 97,012 95,314 101,243 96,511 95,944 95,392 94,824 94,257 93,689 93,122 92,554 91,994

(N)

(O)

(P) 97,012 95,314 101,243 96,511 95,944 95,392 94,824 94,257 93,689 93,122 92,554 91,994

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

152120 125 117 127 132 137 141 146 149 153 157

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

流 動 負 債

支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)

収

益

的

収

支

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金

収

益

的

収

入

材 料 費

収

益

的

支

出

営 業 費 用

職 員 給 与 費
基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
動 力 費
修 繕 費

支 払 利 息

補 助 金
他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

収 入 計
そ の 他

そ の 他
減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

営 業 外 収 益

料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

営 業 収 益



様式第2号（法適用企業・資本的収支）           
　投資・財政計画
　　（収支計画）

（単位：千円）

年　　　　　度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

区　　　　　分 決 算 決 算

１． 30,000 60,000 10,000 20,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

２． 40,609 41,683 39,766 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

３．

４． 3,100 4,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

５．

６．

７．

８．

９．

(A) 70,609 104,783 53,766 65,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000

(B)

(C) 70,609 104,783 53,766 65,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000

１． 51,909 84,099 53,771 169,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000

２． 37,460 38,211 38,978 39,758 40,555 41,926 43,889 47,058 47,938 47,257 34,061 29,913

３．

４．

５．

(D) 89,369 122,310 92,749 208,758 100,555 101,926 103,889 107,058 107,938 107,257 94,061 89,913

(E) 18,760 17,527 38,983 143,758 25,555 26,926 28,889 32,058 32,938 32,257 19,061 14,913

１． 18,760 17,527 38,983 143,758 25,555 26,926 28,889 32,058 32,938 32,257 19,061 14,913

２．

３．

４．

(F) 18,760 17,527 38,983 143,758 25,555 26,926 28,889 32,058 32,938 32,257 19,061 14,913

(G)

(H) 649,912 671,701 642,723 622,965 612,410 600,484 586,595 569,537 551,599 534,342 530,281 530,368

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

区　　　　　分 決 算 決 算

9,335 8,914 8,390 7,306 6,664 6,119 5,560 4,986 4,397 3,796 3,260 2,851

3,583 3,415 3,136 2,777 2,533 2,325 2,113 1,895 1,671 1,443 1,239 1,083

5,752 5,499 5,254 4,529 4,131 3,794 3,447 3,091 2,726 2,353 2,021 1,768

40,609 44,783 42,866 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000

12,267 12,153 12,764 12,372 11,980 11,588 11,196 10,804 10,412 10,020 9,628 9,236

28,342 32,630 30,102 32,628 33,020 33,412 33,804 34,196 34,588 34,980 35,372 35,764

49,944 53,697 51,256 52,306 51,664 51,119 50,560 49,986 49,397 48,796 48,260 47,851

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

資

本

的

収

支

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

資

本

的

収

入

そ の 他

計

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

計

そ の 他

他 会 計 負 担 金

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金


